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指定障害児通所支援事業所の指定の一部効力停止について 

 

児童福祉法第２１条の５の２４第１項の規定に基づき、下記のとおり行政処分（指定の

一部効力停止）を行うこととし、愛知県は事業者に対し当該処分について通知しました。 

記 

１ 事業所の概要 

事業所名 福寿
ふくじゅ

町
ちょう

地蔵院
じぞういん

 

事業種別 児童発達支援・放課後等デイサービス 

所在地 岡崎市福寿町１丁目１６ 

事業者 

特定非営利活動法人 えんご会 

（安城市明治本町１４－１） 

理事長 神谷
か み や

邦子
く に こ

 

指定年月日 平成２８年４月１日 

 

２ 処分内容 

指定の一部効力停止（新規利用者の受入停止）３か月 

 

３ 処分年月日 

  平成３０年９月２１日(金) 

 

４ 停止期間 

平成３０年９月２１日（金）から平成３０年１２月２０日（木）まで 

 

５ 処分理由 
（１）人員基準違反（児童福祉法第 21条の 5の 24第 1項第 3号） 

   ①  専任かつ常勤の配置要件を満たす児童発達支援管理責任者が不在であった。 

② 保育士又は児童指導員につき、基準上必要な配置ができていなかった。 
 
 
（２）不正請求（児童福祉法第 21条の 5の 24第 1項第 5号） 

① 障害児通所支援事業におけるサービス報酬は、児童発達支援管理責任者が作成す

る個別支援計画に基づき提供される療育等に対する対価として請求することとなっ

ているが、配置要件を満たす児童発達支援管理責任者が不在であったにもかかわら

ず、減算を行わず報酬の請求を行っていた。 
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② 保育士又は児童指導員の配置につき人員基準を満たしていないにもかかわらず、

減算を行わず報酬の請求を行っていた。 

 

６ 処分に伴う返還予定額 

不正期間 平成２８年４月～平成３０年６月 

不正受給額（概算） １，０８７，２４５円 

加算金額※（概算） ４３４，８９８円 

合  計 １，５２２，１４３円 

※返還金は、偽りその他不正の行為により支給を受けた障害児通所給付費であるため、

当該給付費額に４０％を加算し、障害児通所給付費を支給した市が事業者に対し返還

を求める。（児童福祉法第５７条の２第２項） 

 


